
家
も
な
く
荒
れ
た
砂
浜
で
あ
っ

た
。
浄
光
寺
の
支
坊
で
あ
る
説

教
所
が
海
浜
地
域
に
建
立
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
は
今

の
よ
う
な
便
利
な
道
具
が
な
い

時
代
に
、
当
地
域
の
門
信
徒
総

出
の
も
と
、

バ
ケ
ツ
や
お
い

こ
・
も
っ
こ
う
等
を
手
に
手
に

し
て
、
土
を
随
分
遠
く
か
ら
運

ん
で
境
内
地
全
体
を
固
く
し
、

正
面
と
西
側
に
土
塀
を
造
り
門

を
建
て
、
現
在
の
よ
う
な
説
教

所
が
竣
工
。
多
く
の
人
び
と
の

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
聞
法

の
道
場
が
完
成
し
た
と
、
門
信

徒
一
同
手
に
手
を
取
っ
て
よ
ろ

こ
び
、
感
激
の
涙
を
流
し
た
そ

う
で
あ
る
。

立
や
東
京
別
院
再
建
の
責
任
者

と
し
て
も
従
事
し
て
い
る
。

　
明
治
十
八
年
に
、

都
野
津

説
教
所
の
一
角

（
現
在
の
庫

裡
に
相
当
す
る
部
分
）

に

あ
っ
た
建
家

（
友
澤
教
会
）

が
、

浄
光
寺
住
職
の
管
理
下

に
な
る
。

そ
の
建
家
は
白
英

師
に
よ
っ
て
明
治
十
三
年
に
本

願
寺
説
教
所
と
し
て
本
山
登
録

が
な
さ
れ
て
い
る
。

白
英
師

は
明
治
二
十
年
に
布
教
活
動
の

拠
点
と
し
て
、

そ
の
場
所
に

浄
光
寺
説
教
所

（
約
八
百

坪
）

建
立
を
計
画
推
進
。

　
白
英
師
の
御
法
ひ
ろ
ま
れ
か

し
と
の
深
い
願
い
と
、

門
信

徒
の
方
々
の
燃
ゆ
る
よ
う
な
ご

報
謝
に
よ
っ
て
、

明
治
二
十

五
年
九
月
十
六
日
、

つ
い
に

本
堂

・
庫
裡

・
境
内
地
の
完

成
を
見
る
に
至
っ
た
。

　
古
老
の
話
に
よ
る
と
、

現

在
の
説
教
所
の
場
所
は
殆
ん
ど

　
浄
光
寺
第
十
四
代
白
英
住
職

の
と
き
、

本
願
寺
教
団
の
発

展
と
布
教
の
功
労
に
よ
り
、

本
願
寺
第
二
十
一
代
明
如
法
主

よ
り
、

数
多
く
の
染
筆
の
軸

物
と
越
後
の
大
寺

「
鳥
屋
野

山
浄
光
寺
」

に
因
み
、

「
鳥

屋
野
山
」

と
い
う
山
号
、

「
浄
光
精
舎
」

の
額
字
及
び

額
面
を
賜
る
。

　
白
英
師
は
越
前
の
国

「
唯

宝
寺
」

石
丸
了
因
の
長
男
と

し
て
生
を
受
け
、

明
治
九
年

に
当
山
に
入
寺
。

明
如
法
主

よ
り
破
邪
顕
正
係
り
を
任
ぜ
ら

れ
、

大
洲
鉄
然

・
島
地
黙
雷

ら
と
共
に
鹿
児
島

・

長
崎
を

始
め
、

九
州
諸
県
を
開
教
。

明
治
十
三
年
に
は
明
如
法
主
よ

り
本
願
寺
宗
政
編
製
を
委
嘱
さ

れ
そ
の
任
に
あ
た
る
。

同
年

に
東
京
教
務
所
管
事
、

同
十

五
年
に
は
京
都
教
務
所
管
事
に

就
任
。

又
、

鹿
児
島
別
院
建

 

浄光寺説教所 都野津 浄光寺会館

 

 

★
お
み
の
り
を
よ
ろ
こ
ぶ
道
場

★
青
少
年
の
宗
教
情
操
教
育

★
お
年
寄
り
の
憩
い
の
場

★
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場

★
葬
儀
は
説
教
所
で

(当山第14代白英の碑)

説
教
所
の
境
内
に
は
当
山

第
十
四
代
住
職
白
英
師
の

功
績
を
た
た
え
て
石
碑
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
二
年
七
月
三
十

一
日
往
生
。
享
年
五
十
三
歳

　開基　慶念　　１１代　祥應
　２代　教念　　１２代　福應
　３代　教西　　１３代　誓應　
　４代　願正　　１４代　白英　
　５代　正岸　　１５代　貞政
　６代　霊應　　１６代　温香
　７代　白門　　１７代　温月
　８代　林應　　１８代　紹隆(現住)　
　９代　春應　　１９代　顕之(若院)
１０代　徴應　

法灯継承 （歴代住職）

説教所を活用しよう！


